
特徴
体長は約20~35mmである。在来種であるゴマダラカミキリに似ているが,胸部の白紋（しろもん）がないことや,
上翅基部（胸部に近い翅部分）は白紋がなく顆粒状突起（かりゅうじょうとっき）を持たないことなどが違いとしてあ
げられる。
生態
幼虫はしばらく樹木の内部で過ごし,成虫になると木から出てくる。成虫は5~10月に出現し,産卵を行う。
被害
幼虫が樹木の内部を食い荒らすため,被害が進行すると樹木は枯死してしまう。枯死してしまうと,落枝や倒木の
恐れがある。
国内では令和4年1月現在,宮城県,福島県,茨城県,千葉県,埼玉県,神奈川県,富山県,愛知県,兵庫県,山口県の10
県で確認されています。

当出張所は、道路を安全に利用できるよう、路面や照明等の補修・清掃、除草、除雪作業等を行っています。
安全に道路を利用していただけるよう、日々維持・管理を行っていきます。

令和４年11月発行

～ 一般国道13号 平和通り ～

カミキリムシの食害を受けているトチノキを伐採します。

福島市の国道13号平和通りの街路樹（トチノキ）に、外来生物であるツヤハダゴマダラ
カミキリと、その多数の産卵痕などが確認されました。
幼虫が樹木内部を食い荒らすことで木が枯死してしまい、落枝や倒木等を引き起こす可
能性があるため、食害を受けた街路樹２４本について事故防止の観点から伐採をすること
としました。作業中、ご不便をおかけしますがご協力をお願いいたします。

被害木の状況 （多数の産卵痕、脱出孔が見られる ）

ツヤハダゴマダラカミキリの成虫

【特徴】
体長は約20～35mmである。在来種であるゴ
マダラカミキリに似ているが,胸部の白紋（しろ
もん）がないことや、上翅基部（胸部に近い翅
部分）は白紋がなく顆粒状突起（かりゅうじょう
とっき）を持たないことなどが違いとしてあげら
れる。

【生態】
幼虫はしばらく樹木の内部で過ごし,成虫にな
ると木から出てくる。成虫は5～10月に出現し
産卵を行う。

【被害】
幼虫が樹木の内部を食い荒らすため,被害が
進行すると樹木は枯死してしまう。枯死してし
まうと落枝や倒木の恐れがある。
国内では令和4年1月現在,宮城県,福島県,茨
城県,千葉県,埼玉県,神奈川県,富山県,愛知
県,兵庫県,山口県の10県で確認されている。

伐採範囲

伐採範囲

伐採告知看板・プラカード設置（伐採木24本に掲示中）

出典：国土地理院地図に伐採範囲を追記して掲載

出典：宮城県公式ウェブサイトより掲載
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※道路の異状に関する情報提供先は
道路緊急ダイヤル
♯９９１０ (通話料無料)

※このコンテンツの情報料は無料ですが、
別途、通信料がかかります

【一般国道４号 伊達拡幅】工事進捗状況 （国見町役場～国見パーキング間）

4車線供用済み

現在、国道4号（伊達郡国見町藤田地内）において交通混雑解消、交通安全及び高速道路代替機能の確保を目的とし、
4車線拡幅工事を行っております。現在令和５年度の開通を目指し工事を進めています。
工事期間中ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

一般国道４号 特殊車両取締りを実施

令和４年１０月１１日に伊達郡国見町石母田地内（国見パーキング下り）
において、福島北警察署桑折分庁舎の協力のもと、特殊車両の指導取締りを
実施いたしました。
道路はできる限り多くの方へ長い時間安全に利用いただけるよう、車両の

重量や大きさの制限値を設けています。その制限値を越える場合は道路管理
者へ申請をし、許可を得る必要があります。（右図）
今回の取締りでは、特殊車両計４台に対して「許可書」の確認や指導を行

いました。そのうち違反車両は３台あり、警告と指導を行いました。
特殊車両は大きくまた多くの荷物を運べる一方、故障や事故が起きると重

大な事故や被害を招く恐れがあります。安全運転の協力と「特殊車両通行許
可」の申請は忘れずに行っていただきますようお願いします。

車両の諸元 一般制限値

幅 ２．５メートル

長さ １２．０メートル

高さ ３．８メートル

重さ（総重量）
高速・指定道路・・・２５．０トン
その他の道路 ・・・２０．０トン

軸重 １０．０トン

隣接軸重

隣り合う車軸の軸距が１．８メートル未満・・・１８．０トン
隣り合う車軸の軸距が１．３メートル以上かつ隣り合う

車軸の軸重が９．５トン以下・・・・１９．０トン
隣り合う車軸の軸距が１．８メートル以上・・・・２０．０トン

輪荷重 ５．０トン

最小回転半径 １２．０メートル

※一部抜粋

(仮)滝川橋架設状況 R4.8月中旬

出典：国土地理院地図に工事区間等を追記して掲載
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